
●要件フロー図
　（１）市内外から合同墓へ改葬
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※無し ①亡くなったときの住所を確認で ※無し ①亡くなったときの住所を確認で ①市に住所または本籍があった (1)のとき
　きる書類 　きる書類 　ことを確認できる公的書類 　分骨証明書と埋蔵者の氏名、
（例）火葬許可証・改葬許可証・ （例）火葬許可証・改葬許可証・ （例）住民票の除票・戸籍の附票 　死亡年月日がわかるもの
　　　収蔵証明書・戸籍の除附票 　　　収蔵証明書・戸籍の除附票 ②過去に居住していたことが確認 (2)のとき
　 　 ・住民票の除票 　 　 ・住民票の除票 　できない場合 ①埋蔵した親族に交付した墓地

　居住事実証明書 　使用許可証
②埋蔵した親族との続柄が確認
　できる戸籍の書類

※無し ①市に住所があったことを確認できる公的書類 ※無し ※無し
（例）住民票の除票・戸籍の附票
②市に本籍がある／あったことを確認できる公的書類
　（例）住民票（本籍地の記載があるもの）・戸籍謄本
　　　　※提出書類の住民票・戸籍謄本を確認すること
※①②はいずれか１点

12,000円 12,000円 18,000円 12,000円 18,000円 18,000円
1,000円 1,000円 1,500円 1,000円 1,500円 1,500円

13,000円 13,000円 19,500円 13,000円 19,500円 19,500円

料
金

合同墓は使用
できません

埋蔵者
追加書類

申請者
追加書類

埋蔵者が亡くなったとき

の住所は士別市ですか？

申請者の本籍は士別市ですか？

または住所や本籍が以前士別市

でしたか？

申請者の住所は士別市ですか？

埋蔵者が亡くなったとき

の住所は士別市ですか？

埋蔵者の本籍は士別市ですか？

または住所や本籍が以前士別市

でしたか？

次のいずれかに該当しますか？

(1)すでに同じ埋蔵者の分骨を

埋蔵していますか？

(2)すでに親族が埋蔵されてい

ますか？　


